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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　給油キャップ本体と前記給油キャップ本体の外周側に突出した握り部とから構成された
給油キャップを有する給油タンクと、液体燃料を貯蔵する油受皿と、前記給油タンク内の
液体燃料を前記油受皿へ通過させるフィルターを配設した油フィルターを備え、前記油フ
ィルターは前記給油キャップを挿入する挿入部と前記挿入部の外周に前記握り部を収容す
る凹部とから構成され、前記挿入部の側面に前記フィルターを配設するとともに、前記フ
ィルターが配設された側面の上方に前記油受皿と連通する複数の排出孔を設け、前記給油
キャップを挿入したとき、前記排出孔の下端部が前記給油キャップ本体の上端部より低い
位置になり、前記挿入部の前記排出孔を設けた側面の内径が前記フィルターを配設した側
面の内径より大きいことを特徴とする液体燃料供給装置。
【請求項２】
　油フィルターは、挿入部の底部に水と接触して色変化する識別手段を配設したことを特
徴とする請求項１記載の液体燃料供給装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、石油ストーブや石油ファンヒータ等の液体燃料燃焼装置に使用する液体燃料
供給装置に関するものである。
【背景技術】
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【０００２】
　従来の液体燃料供給装置は図５に示すように、給油タンク５０に着脱自在に螺着され外
周側に突出した握り部５１を設けた給油キャップ５２を備えており、この給油タンク５０
を燃焼装置の油受皿５３に装着すると、油受皿５３に設けられた油フィルター５４の底面
に立設されたピン５５によって給油キャップ５２内部の開閉弁５６が突き上げられ、給油
キャップ５２の下部に設けられた吐出口５７が開口して給油タンク５０内の液体燃料が油
フィルター５４の底部に配置したフィルター５８を通過して油受皿５３内に供給される。
【０００３】
　そして、液体燃料は油受皿５３内の液体燃料の液面Ｌ１が吐出口５７まで上昇すると供
給が停止される。この状態で液体燃料を油受皿５３に設けた電磁ポンプ５９によって図示
しない燃焼部に供給すると、油受皿５３内の液体燃料の液面Ｌ１が下がるため、再び吐出
口５７から油受皿５３に液体燃料が供給される。そして、再び吐出口５７まで液面Ｌ１が
上昇すると給油タンク５０からの液体燃料の供給は停止する。結局、この動作の繰り返し
により、油受皿５３内の液体燃料の液面Ｌ１が一定に保たれることになる。
【０００４】
　したがって、給油キャップ５２の吐出部５７は、油受皿５３内の液面Ｌ１に常に接触し
ているため液体燃料が常時付着しているが、給油キャップ５２の握り部５１は油受皿５３
内の液面Ｌ１に接触することがなく、また、燃焼装置を移動した場合に液面Ｌ１が揺れて
も、油フィルター５４の側面に設けられた排出孔６０から液体燃料が油受皿５３に排出さ
れるため、給油キャップ５２の握り部５１に液体燃料が付着することはなかった。したが
って、給油タンク５０に液体燃料を給油する際には、給油キャップ５２の取り外しを握り
部５１によって行っても手に液体燃料が付着することはほとんどなかった。（特許文献１
）
【特許文献１】特開２００１－１４７０１０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、従来の構成では、例えば室外等に放置した低温の液体燃料を給油タンク
に給油して室内の暖かい場所にしばらく放置した後、その給油タンクを油受皿に挿入した
場合、給油タンクの内圧が大気圧に比べ高圧となるため、油フィルターに設けられたピン
が開閉弁を突き上げた瞬間、給油タンク内の液体燃料が給油キャップの吐出口から油フィ
ルターの内部に勢いよく噴出する。
【０００６】
　その結果、油フィルター内に噴出した液体燃料の流速は油フィルターのフィルターを通
過する流速よりも早いため、フィルターを通過できなかった液体燃料は油フィルターの側
面に設けられた排出孔から油受皿内に排出されるが、排出されなかった液体燃料の大半は
排出孔を乗り越えて握り部に到達するため、給油キャップの握り部に液体燃料が付着して
しまうことになる。
【０００７】
　したがって、液体燃料は給油キャップの表面や握り部に付着し、次の給油作業を行う際
、給油タンクを油受皿から取り外して運搬するとき給油キャップの表面に付着した液体燃
料が床に流れ落たり、握り部を持って給油キャップを外すとき液体燃料が手に付着して不
快な感じを受けるという問題があった。
【０００８】
　また、油フィルターの底部に配置されたフィルターは、水を通過させないように撥水処
理を行っているため、長時間使用しているとフィルターの表面に水やゴミが蓄積し、給油
タンク内の液体燃料がフィルターを通過できず油受皿に液体燃料が供給できなくなる。特
に、フィルターが底部に配設されているため、水やゴミが蓄積し易くなっている。したが
って、使用者は定期的にフィルターに蓄積した水やゴミを除去するか、または油フィルタ
ーを交換しなければならなかった。
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【０００９】
　しかしながら、フィルターのゴミは容易に確認できるが、水は灯油などの液体燃料と見
た目では容易に区別できないため、使用者は給油タンクに液体燃料があるにもかかわらず
油受皿の給油警報装置が作動することで燃焼装置の故障と判断することになる。したがっ
て、フィルターに蓄積した水が原因であることが分からず販売店に修理依頼をするという
ナンセンスクレームの問題があった。
【００１０】
　本発明は上記課題を解決するためのもので、給油タンクを油フィルターに挿入する際、
給油タンク内と外気との圧力差により給油タンクから勢いよく液体燃料が噴出しても、給
油キャップの握り部には液体燃料が付着せず、さらに油フィルター内に水が混入したこと
を容易に確認できる液体燃料供給装置を供給することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　給油キャップ本体と前記給油キャップ本体の外周側に突出した握り部とから構成された
給油キャップを有する給油タンクと、液体燃料を貯蔵する油受皿と、前記給油タンク内の
液体燃料を前記油受皿へ通過させるフィルターを配設した油フィルターを備え、前記油フ
ィルターは前記給油キャップを挿入する挿入部と前記挿入部の外周に前記握り部を収容す
る凹部とから構成され、前記挿入部の側面に前記フィルターを配設するとともに、前記フ
ィルターが配設された側面の上方に前記油受皿と連通する複数の排出孔を設け、前記給油
キャップを挿入したとき、前記排出孔の下端部が前記給油キャップ本体の上端部より低い
位置になり、前記挿入部の前記排出孔を設けた側面の内径が前記フィルターを配設した側
面の内径より大きいことを特徴とする液体燃料供給装置に係わるものである。
【００１２】
　また、油フィルターは、挿入部の底部に水と接触して色変化する識別手段を配設したこ
とを特徴とする請求項１記載の液体燃料供給装置に係わるものである。
【発明の効果】
【００１４】
　上述の構成にすることにより、給油タンクを油フィルターに挿入する際、液体燃料が給
油タンクの内圧が高く吐出口から勢いよく噴出した場合でも、液体燃料が給油キャップの
表面や握り部に付着することを防止できる。したがって、給油作業時に液体燃料が床など
に流れ落ちたり、給油キャップを外すときに液体燃料が手に付着して不快な感じを受ける
ことがなくなる。
【００１５】
　さらに、油フィルターのフィルターに水やゴミが蓄積し難くなるとともに、油フィルタ
ー内に水が混入したことを容易に確認できる。したがって、油フィルターの掃除や交換を
定期的に行うことが可能となり、フィルターに蓄積した水が原因であることが分からず販
売店に修理依頼をするというナンセンスクレームを防止できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　好適と考える本発明の実施形態を、本発明の作用を示して簡単に説明する。
【００１７】
　本発明は、給油タンク内の液体燃料を油受皿へ通過させるフィルターを配設した油フィ
ルターが、給油キャップを挿入する挿入部と挿入部の外周に握り部を収容する凹部とから
構成され、挿入部の側面にフィルターを配設するとともに、フィルターが配設された側面
の上方に油受皿と連通する複数の排出孔を設け、給油キャップを挿入したとき、この排出
孔の下端部が給油キャップ本体の上端部より低い位置になるようにしたものである。
【００１８】
　また、挿入部の排出孔を設けた側面の内径がフィルターを配設した側面の内径より大き
くしたものである。さらに、油フィルターは、挿入部の底部に水と接触して色変化する識
別手段を配設したものである。
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【００１９】
　つまり、液体燃料が給油タンクの内圧が高く油フィルターに勢いよく噴出した場合でも
、排出孔の下端部が給油キャップ本体の上端部より低い位置にあるため、液体燃料が排出
孔の上方に位置している給油キャップの表面や握り部に付着することを防止できる。した
がって、給油作業時に液体燃料が床などに流れ落ちたり、給油キャップを外すときに液体
燃料が手に付着して不快な感じを受けることを防止できる。
【００２０】
　さらに、排出孔を設けた側面の内径がフィルターを配設した側面の内径より大きいため
、フィルターを通過できなかった液体燃料が排出孔に到達したとき、液体燃料は横方向に
流れようとして排出孔を通過し易くなるから、液体燃料が排出孔の上方に位置している給
油キャップの表面や握り部に付着することがより確実に防止できる。したがって、給油作
業時に液体燃料が床などに流れ落ちたり、給油キャップを外すときに液体燃料が手に付着
して不快な感じを受けることを防止できる。
【００２１】
　また、挿入部の底部に水と接触して色変化する識別手段を配設したため、油フィルター
内に水が混入したことを容易に確認できる。したがって、油フィルターの掃除や交換を定
期的に行うことが可能となり、フィルターに蓄積した水が原因であることが分からず販売
店に修理依頼をするというナンセンスクレームを防止できる。
【実施例】
【００２２】
　以下本発明の一実施例を図面により説明する。
【００２３】
　図１において、１は燃焼装置の液体燃料を貯蔵する油受皿、２はこの油受皿１に着脱自
在に挿入される給油タンクで、この給油タンク２には垂設された給油口金３に着脱自在に
螺着された給油キャップ４を備えている。給油キャップ４は外周側に突出した樹脂製の握
り部５と金属製の給油キャップ本体６から構成され、給油キャップ本体６内には開閉弁７
を内蔵し、先端には給油タンク２内の液体燃料を吐出するための吐出口８が設けられてい
る。
【００２４】
　また、油受皿１には給油タンク２を挿入するための油フィルター９を有し、図２に示す
ように、給油キャップ本体６を挿入する挿入部１０と挿入部１０の外周側に握り部５を収
容する凹部１１から構成され、挿入部１０の底部中央には給油キャップ４の開閉弁７を突
き上げて吐出口８を開口するためのピン１２を立設している。さらに、挿入部１０の側面
には給油タンク２内の液体燃料を油受皿１へ通過させるためのフィルター１３を配設して
いる。
【００２５】
　また、フィルター１３が配設された側面の上方の外周には、フィルター１３を通過でき
なかった液体燃料を油受皿１に排出するための複数の排出孔１４を設けている。そして、
排出孔１４を設けた側面の内径（Ａ寸法）がフィルター１３を配設した側面の内径（Ｂ寸
法）より大きくなっている。なお、フィルター１３は撥水処理をした材料からなり液体燃
料は通過させるが水は通過させないため、給油タンク２内に含まれる水が油受皿１内に流
入することを阻止するものである。
【００２６】
　さらに、図３に示すように、給油タンク２を油フィルター９に挿入したとき、この排出
孔１４の下端部１４Ａが給油キャップ本体６の上端部６Ａより低い位置になるようにして
いる（Ｃ寸法）。これはフィルター１３を通過できなかった液体燃料が給油キャップ本体
６の上端部６Ａに接触しないで排出孔１４から排出させるためである。
【００２７】
　次に上記構成における動作を説明する。図１に示すように給油タンク２を油フィルター
９に上方から挿入すると、給油キャップ４内の開閉弁７がピン１２に突き上げられ吐出口
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８が開口する。そして、吐出口８から給油タンク２内の液体燃料が油フィルター９内に噴
出しフィルター１３を通過して油受皿１に供給される。その際、給油タンク２内に含まれ
る水やゴミはフィルター１３に捕捉され、油受皿１内へは流入しない。
【００２８】
　その後、図示しない燃焼部で液体燃料が使用され、給油タンク２内の液体燃料が無くな
り液体燃料を給油するときは、給油タンク２を持ち上げて油受皿１の油フィルター９から
取り外し、別の燃料タンクから給油タンク２に給油して、再度油フィルター９に挿入すれ
ば、液体燃料の給油を終了することができる。
【００２９】
　ここで、給油タンク２に給油する液体燃料は、一般的に室外に置いた燃料タンク内に保
存するようにしているため液体燃料は低温の状態である。そして、その液体燃料を給油タ
ンク２に給油して給油キャップ４で密封後、室内に持ってくると室内温度により給油タン
ク２内の温度が上昇し、膨張して給油タンク２内の圧力が上昇することになる。
【００３０】
　このような状態で給油タンク２を油フィルター９に挿入すると、油フィルター９のピン
１２が開閉弁７を開口した瞬間、給油キャップ４の吐出口８から液体燃料が油フィルター
９の挿入部１０に勢いよく噴出することになる。しかし、図３に示すように、排出孔１４
の下端部１４Ａが給油キャップ本体６の上端部６Ａより低い位置にあるため、フィルター
１３を通過できなかった液体燃料が排出孔１４から油受皿１に排出されるため、給油キャ
ップ４の表面や握り部５に付着することがない。
【００３１】
　さらに、図３の矢印で示すように、液体燃料が排出孔１４に到達したとき、排出孔１４
を設けた側面の内径がフィルター１３を配設した側面の内径より大きいため、液体燃料が
水平方向に流れようとして排出孔１４を通過し易くなるから、液体燃料が給油キャップ４
の表面や握り部５に付着することがより確実に防止できる。したがって、給油作業時に液
体燃料が床などに流れ落ちたり、給油キャップ４を外すときに液体燃料が手に付着して不
快な感じを受けることを防止できるのである。
【００３２】
　また、図４に示す油フィルター９は、挿入部１０の底部に水と接触して色変化する識別
手段１５を配設したものであり、本実施例では識別手段１５として水を吸収して色が変化
するシリカゲルを含有させたシート材を使用している。なお、本実施例ではシリカゲルを
使用したが、本実施例に限定されるものではなく、水と接触して色変化する材料であれば
よい。
【００３３】
　上記の構成により、油フィルター９内に水が混入したことを識別手段１５にて容易に確
認できる。したがって、油フィルター９の掃除や交換を定期的に行うことが可能となりフ
ィルター１３に蓄積した水が原因であることが分からず販売店に修理依頼をするというナ
ンセンスクレームを防止できるのである。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】本発明の実施例の液体燃料供給装置の断面図である。
【図２】本発明の実施例の油フィルターの断面図である。
【図３】本発明の実施例の液体燃料供給装置の要部拡大断面図である。
【図４】本発明の他の実施例の油フィルターの断面図である。
【図５】従来の実施例の液体燃料供給装置の断面図である。
【符号の説明】
【００３５】
　１　　油受皿
　２　　給油タンク
　４　　給油キャップ
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　５　　握り部
　６　　給油キャップ本体
　６Ａ　上端部
　９　　油フィルター
　１０　挿入部
　１１　凹部
　１３　フィルター
　１４　排出孔
　１４Ａ下端部
　１５　識別手段

【図１】 【図２】
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【図５】
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